
 

 
令和 3 年 6 月 23 日 

株式会社 福岡中央銀行 
 株式会社 日本政策金融公庫 

 

福岡中央銀行と日本公庫の連携を強化する協調融資スキームの創設 
～「新型コロナ対策資本性劣後ローン」を活用した連携強化～ 

 
 
株式会社福岡中央銀行（頭取 古村至朗）と株式会社日本政策金融公庫（以下、「日本公庫」という）

は、相互に連携し、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者を支援するため、日本公庫

が取り扱う新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付（以下、「新型コロナ対策資本

性劣後ローン」という）を活用した協調融資スキームを創設しました。合わせて、福岡中央銀行は当ス

キームを利用した協調融資商品「TOGETHER（トゥゲザー）」の取扱いを開始いたします。 
これまでも福岡中央銀行と日本公庫は、協調・連携して中小企業者への支援を行ってきましたが、

当スキームの創設によりさらに連携を強化し、新型コロナウイルス感染症により深刻な影響を受けて

いる地域の事業者の皆さまの事業の継続・発展に尽力してまいります。 
 

記 
 
【協調融資スキームの概要】 

ご利用いただける方 
新型コロナウイルス感染症により深刻な影響を受けている経済環境下にあっ

て、事業計画を策定し、事業の継続・発展を図る中小企業者。 

本スキームの特徴 

・事業計画策定から資金調達まで、お客さまのご希望に応じ、福岡中央銀行 
と日本公庫が連携してお手伝いします。 

・日本公庫の新型コロナ対策資本性劣後ローンの利用により、財務体質の強 
化を図ることができます。 

ご融資制度 
福岡中央銀行：プロパー融資、各種制度融資など 
日本公庫：新型コロナ対策資本性劣後ローン 
※融資制度の詳細につきましては、福岡中央銀行または日本公庫へお問い合わせください。 

資金使途 事業を行うために必要な設備資金、運転資金 
ご融資条件 融資金額、利率、期間等については、ご相談のうえ、決定させていただきます。 

※融資制度のご利用にあたっては、お客さまのご計画やご希望を伺ったうえで、福岡中央銀行・日本公庫が個別に審

査を行い決定させていただきます。なお、審査の結果、ご希望に添えない場合がございますので、あらかじめご了承く

ださい。 
 

 

以 上 

《本件に関するお問い合わせ先》 

福岡中央銀行 融資統括部 ℡：092-751-4436 （担当：下川） 

日本政策金融公庫 福岡西支店 国民生活事業 ℡：092-712-4384 （担当：上野） 

             福岡支店   中小企業事業 ℡：092-431-5296 （担当：中） 


